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１ 業務の名称 

宇都宮イノベーション創出支援業務 

 

２ 業務の概要等 

 ・ 本業務は，宇都宮イノベーションコンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）が，

スタートアップ等に対し，「資金調達」や「実証実験」等，成長課題に応じた集中的な支援

を行い，宇都宮市経済をけん引する企業へ成長させるとともに，市内の中小・中堅企業等

に対し，新規事業開発に必要なノウハウの提供を行う等，各企業の収益力の向上を図る。 

・ また，これらの取組を通じて，コンソーシアムの構成団体1をはじめとした経済界や大学，

支援機関等と連携しながら，事業準備から事業発展まで切れ目なく支援することで，自立

的・内発的にイノベーションを生み出すための基盤構築を図るもの。 

 

・ 本業務の実施に当たっては，スタートアップ企業や中小・中堅企業の新規事業開発等の

支援等に精通した民間のノウハウや企画力，情報発信力等を活用し，効果的な支援を行う

必要があることから，民間事業者等への業務委託により行い，委託事業者の選定について

は，コンソーシアムが公募型プロポーザル方式により決定することとする。 

 

３ プロポーザルの内容 

（１）件名 

宇都宮イノベーション創出支援業務 

（２）業務内容 

ア スタートアップ実証実験サポートプログラム 

   ・ 実証フィールドの発掘・可視化 

   ・ 有望なスタートアップ等の発掘・募集 

   ・ 有望なスタートアップ等の選抜 

   ・ 支援プログラムの企画・運営 

イ 資金調達支援事業 

・ 有望なスタートアップ等の発掘・募集 

・ 支援プログラムの企画・運営 

  ウ 新規事業開発プログラム 

   ・ 市内中小・中堅企業の募集 

   ・ 講座等のプログラムの企画・運営 

※ 上記業務内容の詳細については，宇都宮イノベーション創出支援業務仕様書（以下「仕

様書」という。）のとおり。 

（３）選定方法 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定に倣

い，随意契約を前提とした公募型プロポーザル方式により，提案関係書類の内容及びプレ

 
1 別紙参照 
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ゼンテーションによる説明，提案に係る見積額を評価し，コンソーシアムにおいて最も適

した提案を行った事業者について，所要の手続きを経て随意契約の候補者として決定する。 

なお，評価は，コンソーシアムの運営委員を中心として構成されるプロポーザル審査委

員会において行う。 

（４）公募方法 

宇都宮市ホームページ（https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/）に実施要領，参加申

請関係書類等を掲載し，提案を公募する。 

（５）契約期間 

本業務の契約期間は，契約締結の日から令和９年３月１２日（金）までとする。 

（６）予算限度額 

１４，５５８，５００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ この金額は予定価格を示すものではなく，提案内容の規模を示すため，参考として

業務履行に要する経費として示すものである。なお，この金額を超えて提案書が提出

された場合は『失格』とし，提案内容の評価は行わない。 

※ 消費税は，１０％で算出すること。 

※ 本業務の事業主体は，コンソーシアムであり，その予算については，宇都宮市から

の交付金によるものである。 

（７）本業務のプロポーザルに係るスケジュール 

内  容 日  時 

公募の開始 令和８年３月２３日（月） 

参加申請関係書類の提出期限 

質問書の受付期限 

令和８年３月３１日（火） 

午後５時まで 

質問書に対する回答 
令和８年４月３日（金） 

午後５時予定 

提案関係書類の提出期限 
令和８年４月１３日（月） 

午後５時まで 

提案に係るプレゼンテーション 
令和８年４月２１日（火）または２４日（金）のう

ちコンソーシアムが指定する日時 

※ このスケジュールは，変更する場合がある。 

 

４ 参加資格 

（１）本業務のプロポーザルに参加できる者は，公告日から受託候補者決定の日までの間において以

下の条件をすべて満たすものとする。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 宇都宮市の令和７～１０年度入札参加有資格者名簿（物品製造・販売・委託業務・その

他）に登録されている者又は令和８年６月１日時点での名簿への登録完了が見込まれる者

であること。 

ウ 宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止若しくは入札参加保留の措置が

行われている者又はこれらの措置要件のいずれかに該当する事実があると認められる者で
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はないこと。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て，又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てが行われている者

でないこと。 

オ 人脈紹介や個別メンタリング，資金調達の支援などの業務をはじめ，革新的な新製品（商

品），サービス，ビジネスモデルの開発支援を行うイノベーション支援業務等に関して，十

分な実績，経験を有する者であること。 

 

５ 参加申請関係書類の提出 

本業務のプロポーザルへの参加を希望する者は，以下のとおり「参加申請関係書類」を提

出しなければならない。 

ア 提出書類「参加申請関係書類」 

 ・ 参加申請書（様式第１号） 

 ・ 同種業務の履行実績調書（様式第２号） 

 ・ 会社概要 

イ 提出期限 令和８年３月３１日（火） 午後５時まで 

ウ 提出場所 〒３２０－８５４０ 栃木県宇都宮市旭１丁目１番５号 

宇都宮イノベーションコンソーシアム事務局 

（宇都宮市役所７階 経済部 産業政策課内） 

エ 提出部数 １部 

オ 提出方法 上記提出場所に持参又は郵送により提出すること。なお，持参する場合は，

宇都宮市役所の閉庁日を除く各日午前９時から午後５時までとする。 

※ 郵送の場合は期限内必着 

 

６ 質問及び回答 

本業務のプロポーザル提案書の作成に当たり，質問がある場合には，質問書（様式第３号）

を作成し提出すること。 

（１）質問書の提出 

ア 提出期限 令和８年３月３１日（火） 午後５時まで 

イ 提 出 先 宇都宮イノベーションコンソーシアム事務局 

（宇都宮市役所７階 経済部 産業政策課内） 

E-mail：u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp 

ウ 提出方法 電子メールにより提出すること。これ以外の方法による提出は認めない。 

（２）質問書の回答 

質問書に対する回答は，全ての参加者（参加申請書に記載された連絡先）に対して，令

和８年４月３日（金）に電子メールにより回答する。なお，質問に対する回答は，本要領

及び仕様書に対する追加又は修正とみなす。 
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７ 提案関係書類について 

（１）提出書類「提案関係書類」 

ア 企画提案書 

 ※ 文字の大きさは１０.５ポイント以上，ページの枚数は２０枚以内（表紙，目次を除 

く）とする。 

イ 見積書及び経費内訳書 

※ 見積価格は，審査における評価項目の一つであるため，企画内容と経費の関係が分

かる内訳を記載すること。 

（２）提出期限 

令和８年４月１３日（月） 午後５時まで 

（３）提出場所 

〒３２０－８５４０ 栃木県宇都宮市旭１丁目１番５号 

宇都宮イノベーションコンソーシアム事務局 

（宇都宮市役所７階 経済部 産業政策課内） 

（４）提出方法 

・ 提案は１案とし，「提案関係書類」の提出は，持参又は郵送により提出することとし，

その他の方法による提出は無効とする。なお，提案書を持参する場合の受付時間は，宇

都宮市役所の閉庁日を除く各日午前９時から午後５時までとする。 

・ また，要求した内容以外の書類等については，受け付けない場合があるほか，提出書

類の内容に不明点等がある場合には，必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

（５）提案関係書類の形態及び部数 

提案関係書類は，提案書，見積書及び経費内訳書の順に製本し，以下のとおり提出する

こと。 

・ 提案関係書類一式（紙媒体） ・・・１０部（うち１部は未製本） 

・ 提案関係書類一式の電子データ（ＣＤ－Ｒ等の電子媒体） ・・・１部 

（Microsoft Office Word 又は PowerPoint で作成した電子データを提出すること。） 

（６）疑義の照会 

提案関係書類の内容については，後日，コンソーシアムから疑義照会等を行うことがある。 

（７）提案のための費用負担 

提案に掛かる費用は，全て提案者の負担とする。 

（８）その他 

ア 「提案関係書類」の取扱い 

・ 提案関係書類の提出後から契約候補者の選定までの間は，提案関係書類に記載され

た内容の追加及び変更について一切認めない。ただし，コンソーシアムが提案関係書

類の差し替え，変更又は取り消しを認めたときはこの限りではない。 

・ 提出された提案関係書類は一切返却しない。 

・ 提出された提案関係書類は複製する場合がある。 

イ 提案関係書類の表現方法 

提案関係書類は，専門的知識を有しない者であっても理解しやすいものとすること。 
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８ 提案書作成要領 

提案書は，以下に示す構成に従い作成すること。 

・ 表紙，目次，本編で構成すること。 

・ 文字の大きさは１０.５ポイント以上，ページの枚数は２０枚以内（表紙，目次を除く）

とする。 

・ 原則として，Ａ４判，横書きで作成すること。（縦型又は横型いずれかで統一の上，縦型

にあっては左綴じ，横型にあっては上綴じとする。） 

・ 図・表等は，Ａ３判（折込み）を可とする。 

（１）表紙 

表紙には，題名を「宇都宮イノベーション創出支援業務委託に係る提案書」と記述し，

提出日及び提案者名を記載すること。 

（２）目次 

目次を作成の上，参照先のページ番号を記載すること。 

（３）本編 

本編は，以下の順序，内容に従い作成することとし，全ての項目について漏れなく記載

すること。 

目次番号 記載項目 記載内容 

１ 提案者概要 ・ 事業者の名称，代表者名，所在地，従業員数，組織図，事業概要 

・ 担当者氏名，連絡先（本店・支店又は営業所の名称，所在地，電話

番号，FAX 番号，E メールアドレス） 

２ 業務実施体制 ・ 配置予定の業務主任担当者等 

※ 他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合には，分担業務の

内容，再委託先及びその理由 

・ 当該担当者等の経歴，所属・職位，手持ち業務（令和８年４月１日

現在，契約額１００万円以上），役割分担，作業内容，担当者間の連携，

指揮系統 

３ 同種又は類似業

務の実績 

主に自治体や公共団体等でのイノベーションプログラム関係に係る 

業務の実績 

４  提案を求める事項 

  スタートアップ

実証実験サポー

トプログラム 

※⑴・⑵・⑷は【重

点項目】とする。 

⑴ 実証フィールドの発掘・可視化 

・ スタートアップの成長に有益な実証フィールドの発掘方法や候補と

なりうる市内の実証フィールドについて提案すること。 

・ 発掘または応募のあった実証フィールド候補の効果的な可視化方法

を提案すること。 

⑵ 有望なスタートアップ等の発掘・募集 

・ 自身が保有するネットワーク等を活用したスタートアップ等の発掘

方法や，募集説明会を含め，市内外に幅広く周知するための周知手法



6 

 

を提案すること。 

・ コンソーシアムの構成団体をはじめ，各創業支援機関や金融機関，

大学等と連携した発掘方法や市内での個別アプローチ方法を提案す

ること。 

⑶ 有望なスタートアップ等の選抜 

・ 想定している選抜基準とともに，具体的な選抜プロセスを提案する

こと。 

・ 実証フィールド提供者に対する実証実験の実現可能性などの確認手

法を提案すること。 

⑷ 支援プログラムの企画・運営 

・ コンソーシアムや自身の支援実績・ネットワーク等を活用するなど，

創意工夫の上，実証実験のサポートをはじめとしたスタートアップ企

業等の成長に有益と考えられる支援プログラムの内容を提案するこ

と（支援手法，実施スケジュール等）。 

・ 採択企業の進捗管理方法について提案すること。 

・ 実証実験の実施やコンソーシアム運営委員等と連携した採択企業へ

の支援等について提案すること。 

・ 市内での成果発表会や交流会等の具体的な開催方法について提案す

ること。 

資金調達支援事

業 

※⑵は【重点項

目】とする。 

⑴ 有望なスタートアップ等の募集・発掘 

・ 自身やコンソーシアムが保有するネットワーク等を活用した市内の

起業予定者やスタートアップ（市内への拠点設置予定者も含む）等の

発掘方法や，本事業を市内に幅広く周知するための周知手法を提案す

ること。 

⑵ 事業の企画・運営 

・ 参加企業が投資資金の調達に必要な知識・考え方を習得する機会を

提供するとともに，資金調達につながる効果的な事業を提案するこ

と。 

・ 参加企業や市内の支援機関が，招聘したＶＣ等と関係性を構築でき

るような取組を提案すること。 

新規事業開発プ

ログラム 

⑴ プログラム参加者の企画・募集・運営 

・ 自身の支援実績などを含め，中小・中堅企業等が新事業立ち上げる

上で必要な知識・ノウハウ等の習得やオープンイノベーションへの理

解促進を図るのに有益と考えられる講座等のプログラムを提案する

こと。 

・ 自身やコンソーシアムが保有するネットワーク等を活用した発掘方

法や，効果的な募集・周知方法を提案すること。 
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※ このほか，効率的，効果的な提案やアピール点がある場合には，その内容を明記すること。 

※ 「仕様書」に示す特記事項等に固執することなく，提案者の知識と経験から本業務が最大

限の成果をあげるための提案を行うこと。 

 

９ 見積書作成要領 

（１）見積対象範囲 

本業務に係る見積項目については，以下のとおりとする。 

・ スタートアップ実証実験サポートプログラムに係る業務 

・ 資金調達支援事業に係る業務 

・ 新規事業開発プログラムに係る業務 

・ その他必要に応じて付随する業務 

（２）作成方法 

企画提案者は，以下の点に留意し，経費見積書を作成すること。 

・ 「見積書」については，仕様書等に掲げる条件に留意し，作成すること。 

・ 各費用の算出に当たり，仕様書や提案書の記載項目以外に前提条件としている事項が

ある場合は，「特記事項」欄に記載すること。 

 

10 提案内容の評価項目 

提案内容については，以下の①から⑤含む総合的な評価を行う。 

① 業務実施体制・実績 

② 企画提案内容 

③ プレゼンテーション 

④ 見積価格 

⑤ 地域経済貢献度 

 

11 審査方法及び審査結果 

提案関係書類の審査と併せて，提案内容に係るプレゼンテーションを実施し，提案者へ

の質疑等を行った上で最優先順位者及び次点の者を選定する。 

（１）提案のプレゼンテーション 

ア 日   時  令和８年４月２１日（火）または２４日（金）のうちコンソーシアム

が指定する日時（別途連絡） 

イ 場   所  コンソーシアムが指定する場所（別途連絡） 

ウ 説明時間等  説明２０分，その後，質疑応答 

エ 説明資料等  Microsoft Office Word 又は Power Point により作成した電子データ

をあらかじめ用意すること。なお，パソコン，プロジェクターを使用

する場合は，コンソーシアムが用意したスクリーンを使用する。 

（２）提案者の失格事項 

以下のいずれかに該当する場合は，失格とする。 

ア 予算限度額を超えた見積書を提出した者 
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イ 提案関係書類に虚偽の記載をした者 

ウ 提出期限までに所定の書類を提出しなかった者 

エ 提案に係るプレゼンテーションに参加しない者 

オ 審査結果の発表までに本要領に定める参加資格に該当しなくなった者 

カ その他「実施要領」の諸条件に違反した者 

（３）審査結果の発表 

・ 審査結果は，提案者に対して速やかに通知する。 

・ 審査結果に対する異議申し立ては，一切受け付けない。 

 

12 契約 

・ 提出された提案関係書類及び提案のプレゼンテーションに基づき審査を行い，最優先順位

の者と随意契約により契約を締結する予定である。 

・ 契約手続き及び契約書は，宇都宮市契約規則の定めるところによる。 

・ コンソーシアムは，契約締結後においても，契約者に本提案における失格事項又は不正と

認められる行為が判明した場合は，契約を解除できるものとする。
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宇都宮イノベーションコンソーシアム構成団体等（令和８年３月２３日現在） 

 

  

№ 団体名・氏名 

1 特定非営利法人とちぎユースサポーターズネットワーク 

2 栃木トヨタ自動車株式会社 

3 株式会社アール・ティー・シー 

4 国立大学法人宇都宮大学イノベーション支援センター 

5 学校法人船田教育会 

6 作新学院大学女子短期大学部 

7 帝京大学理工学部総合理工学科 

8 文星芸術大学 

9 宇都宮共和大学都市経済研究センター 

10 宇都宮短期大学 

11 株式会社足利銀行 

12 株式会社栃木銀行 

13 栃木信用金庫 

14 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社 

15 一般社団法人とちぎＩＴＣいちご 

16 公益財団法人栃木県産業振興センター 

17 Life and Nature Creation 

18 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）栃木県貿易情報センター 

19 一般社団法人宇都宮青年会議所 

20 一般社団法人とちぎニュービジネス協議会 

21 宇都宮商工会議所 

22 栃木県産業労働観光部産業政策課次世代産業創造室 

23 栃木県産業労働観光部経営支援課 

24 宇都宮市経済部 

別紙１ 
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「宇都宮アクセラレーター２０２５」支援チーム 

 

№ 団体名・氏名 

1 特定非営利法人とちぎユースサポーターズネットワーク 

2 栃木トヨタ自動車株式会社 

3 株式会社アール・ティー・シー 

4 株式会社 FUNDINNO 

5 株式会社ファンテクノロジー 

6 Commuh Design合同会社 

7 株式会社オニックスジャパン 

8 関東自動車株式会社 

9 宇都宮ブリッツエン 

10 宇都宮ブレックス 

11 栃木ＳＣ 

12 宇都宮ライトレール株式会社 

13 宇都宮ライトパワー株式会社 

14 国立大学法人宇都宮大学イノベーション支援センター 

15 学校法人船田教育会 

16 作新学院大学女子短期大学部 

17 帝京大学理工学部総合理工学科 

18 文星芸術大学 

19 宇都宮共和大学都市経済研究センター 

20 株式会社足利銀行 

21 株式会社栃木銀行 

22 栃木信用金庫 

23 日本政策金融公庫宇都宮支店 

24 株式会社三井住友銀行 

25 三井住友海上株式会社 栃木支店宇都宮支社 

26 損害保険ジャパン株式会社 栃木支店法人支社 

27 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社 

28 一般社団法人とちぎＩＴＣいちご 

29 公益財団法人栃木県産業振興センター 

30 Life and Nature Creation 

31 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）栃木県貿易情報センター 

32 栃木県よろず支援拠点 

33 栃木県信用保証協会 

34 一般社団法人宇都宮青年会議所 

35 一般社団法人とちぎニュービジネス協議会 

36 宇都宮商工会議所 

37 栃木県 

38 宇都宮市経済部 

別紙２ 


